
承認第 １ 号 

 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとお

り「令和 7年度瀬戸内市一般会計補正予算（第 6号）」を専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                  瀬戸内市長  黒石 健太郎    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



専 決 処 分 書 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のと

おり専決処分する。 

 

 

令和８年２月１７日 

 

                                瀬戸内市長 黒石 健太郎    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



令 和 ７ 年 度

瀬戸内市一般会計補正予算（第６号）





　令和７年度瀬戸内市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２２，３６５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，１４６，６４０千円

　　　とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

瀬戸内市長　　黒石 健太郎　　　

　　　令和８年１月１９日　専決
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歳　　入
（単位　千円）

補正前の額 補　正　額 計

17 県支出金 1,795,638 22,365 1,818,003

3 県委託金 117,870 22,365 140,235

26,124,275 22,365 26,146,640

歳　　出

（単位　千円）

補正前の額 補　正　額 計

2 総務費 4,843,585 22,365 4,865,950

4 選挙費 90,093 22,365 112,458

26,124,275 22,365 26,146,640歳　　出　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

款 項

歳　　入　　合　　計

款 項
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17

国県支出金

2 総務費 4,843,585 22,365 4,865,950 22,365 0

26,124,275 22,365 26,146,640 22,365 0

歳入歳出補正予算事項別明細書
　１　総　　括

　（歳　　入）
（単位　千円）

款 補正前の額 補　正　額 計

県支出金 1,795,638 22,365 1,818,003

歳　　入　　合　　計 26,124,275 22,365 26,146,640

そ　の　他

　（歳　　出）
（単位　千円）

款 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源
一般財源

地　方　債

歳　　出　　合　　計 0 0
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２　　歳    入

(款)１７ 県支出金  (項)　３ 県委託金 （単位　千円）

節
目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　明

区　 分 金　額

22,3652 総務費県委託金 107,942 22,365 130,307 6 衆議院議員選 22,365 衆議院議員選挙費委託金

挙費委託金

計 117,870 22,365 140,235
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３　　歳    出

(款)　２ 総務費  (項)　４ 選挙費 （単位　千円）

説　　　　　　明特　　 定　　 財　　 源
一般財源 区　 分 金　額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳 節

0 22,365 22,365 22,365

投票管理者報酬 216

報酬（会計年度任用職員） 278

選挙費

1 報酬 2,3522 衆議院議員

12

投票立会人報酬 528

開票管理者報酬

期日前投票管理者報酬 476

開票立会人報酬 90

期日前投票立会人報酬 752

3 職員手当等 9,242 時間外勤務手当 9,242

事務従事者等謝礼 1108 報償費 110

9 旅費 8 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）

8

11 需用費 1,065 消耗品費 450

食糧費 315

300印刷製本費

手数料 974

通信運搬費 2,74112 役務費 3,715

1,14113 委託料 5,231 電算委託料

選挙ポスター掲示設置等委託料 1,749

人材派遣委託料 2,341

642 自動車借上料 18014 使用料及び賃

事務機器借上料 257借料
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説　　　　　　明特　　 定　　 財　　 源
一般財源 区　 分 金　額国県支出金 地方債 その他

(款)　２ 総務費  (項)　４ 選挙費 （単位　千円）

目 補正前の額 補正額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳 節

13

会場使用料 150

清掃用具借上料

車いす借上料 42

計 90,093 22,365 112,458 22,365 0 0 0

- 6 -


